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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、新潟市消防局査察規程（令和８年新潟市消防局訓令第１号。以下「

規程」という。）に基づき、別に定めのあるものを除くほか、査察の執行に関する事務

処理について定めることを目的とする。 



 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、規程において使用する用語の例による。 

第２章 査察 

第１節 査察の基本 

（査察計画及び執行管理） 

第３条 規程第６条に規定する査察計画は、別記様式第１号の査察実施（計画）状況確認

表により行うものとする。 

第２節 査察の執行 

（事前通告） 

第４条 規程第１１条第１項に規定する立入検査の事前の通告は、原則として口頭により

行うものとし、書面で行う場合は、別記様式第２号の立入検査通告書により行うものと

する。 

第３節 資料提出、報告徴収及び収去 

（任意の要請） 

第５条 規程第１２条第１項の規定により資料の提出又は報告の徴収を求めるときは、口

頭又は別記様式第３号の資料提出（報告）依頼書により行うものとする。 

２ 関係者から提出された資料の受領、資料の返還及び報告の受領は、次の各号により行

うものとする。 

（１） 資料は、別記様式第４号の資料提出書に添付させ、当該資料の所有権の放棄の

有無を記載させること。 

（２） 関係者が提出した資料の所有権を放棄するときは別記様式第５号の提出資料受

領書を、返還を求めるときは別記様式第６号の提出資料保管書を交付すること。 

（３） 提出された資料を関係者に返還するときは、提出資料保管書と引換えに返還し、

資料の返還を受けた旨を当該提出資料保管書に記載させること。 

（４） 報告を受けたときは、別記様式第７号の報告受領書を交付すること。 



 

（資料提出命令） 

第６条 規程第１２条第２項の規定により資料の提出を命ずるときは、別記様式第８号の

資料提出命令書を交付するものとする。 

２ 前項の命令の履行期限は、資料の提出のために合理的に必要と認められる期間を勘案

して定めるものとする。 

３ 資料の取扱いについては、前条第２項第１号から第３号までの規定を準用するものと

する。 

 （報告命令） 

第７条 規程第１２条第２項の規定により報告を命ずるときは、別記様式第９号の報告命

令書を交付するものとし、報告を受けたときは、別記様式第７号の報告受領書を交付す

るものとする。 

２ 前項の命令の履行期限は、報告のために合理的に必要と認められる期間を勘案して定

めるものとする。 

（危険物等の収去） 

第８条 規程第１３条第１項に規定する収去証は、別記様式第１０号の収去証により交付

するものとする。 

第４節 立入検査結果の処理 

（立入検査結果通知書の作成等） 

第９条 規程第１４条第１項に規定する立入検査結果の通知については、消防法（昭和２

３年法律第１８６号。以下「法」という。）、石油コンビナート等災害防止法（昭和５

０年法律第８４号。以下「石災法」という。）及び新潟市火災予防条例（昭和３７年新

潟市条例第１２号。以下「条例」という。）は別記様式第１１号の立入検査結果通知書

により、火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号。以下「火取法」という。）、高圧

ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号。以下「高圧法」という。）、液化石油ガスの

保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号。以下「液石



 

法」という。）及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律（昭和５４年法律

第３３号。以下「特監法」という。）は別記様式第１２号の立入検査結果通知書により

行うものとする。ただし、次の各号に掲げる違反の事実を確認したときは、別記様式第

１３号の立入検査結果通知書（即時交付）により行うことができる。 

 （１） 防火管理者未選任、消防計画未作成又は消防訓練未実施 

 （２） 防火対象物定期点検結果未報告 

 （３） 消防用設備等点検結果未報告 

２ 規程第１４条第２項に規定する計画は、別記様式第１４号の改善（計画）報告書によ

り行うものとする。 

３ 第１項の立入検査結果通知書の作成は、次の各号によるものとする。 

（１） 名宛人は、消防法令違反又は火災危険等の内容ごとに特定すること。この場合

において、消防法令違反又は火災危険等の内容ごとに名宛人が異なるときは、当該名

宛人ごとの立入検査結果通知書を作成すること。 

（２） 消防法令違反の事実又は火災危険等があることを客観的に明示するとともに、

適用法条及び改善（計画）報告書の提出期限を記載すること。 

（３） 改善（計画）報告書の提出期限は、立入検査結果通知書の交付日から２週間以

内とすること。 

（立入検査結果通知書の交付） 

第１０条 消防長等は、次の各号により立入検査結果通知書を交付するものとする。 

（１） 立入検査結果通知書は、名宛人に直接交付すること。ただし、名宛人に直接交

付することが困難であるときは、名宛人と相当の関係のある者に交付し、又は名宛人

に郵送すること。 

（２） 立入検査結果通知書を、名宛人又は名宛人と相当の関係のある者に直接交付し

たときは、別記様式第１５号の受領書に署名又は記名押印させ、郵送したときは、発

送日、発送先及び郵送した旨を受領書に記載すること。 



 

２ 査察員は前条第１項に規定する立入検査結果通知書（即時交付）を名宛人又は名宛人

と相当の関係のある者に直接交付したときは、立入検査結果通知書（即時交付）（３

面）に署名又は記名押印させ、交付した事実を消防長又は消防署長（以下「消防長等」

という。）に報告すること。 

第３章 違反処理 

第１節 違反処理の基本 

（違反処理の留保） 

第１１条 規程第１５条第４項に規定する行政上適切でない合理的理由とは、次の各号に

掲げるものとする。 

（１） 改修、移転又は取壊し等の工事の計画が確認できるなど具体化している場合で、

その時期や違反の程度と比較衡量して、留保することが妥当な場合 

（２） 権利関係について、係争中等により名宛人が特定できない場合で違反の程度と

比較衡量して、留保することが妥当な場合 

（３） その他社会通念上、違反処理を留保することが妥当な場合 

（違反調査） 

第１２条 規程第１７条第１項に規定する調査（以下「違反調査」という。）は、実況見

分、質問及び証拠収集により、違反者及び違反事実を特定するものとする。 

２ 規程第１７条第２項の規定による違反調査の結果は、別記様式第１６号の違反調査報

告書により消防長等に報告するものとする。 

３ 第１項の実況見分を行ったときは、必要に応じて、別記様式第１７号の実況見分調書

を作成するものとし、図面及び写真を添付するものとする。 

４ 第１項の質問を行ったときは、必要に応じて、別記様式第１８号の質問調書を作成す

るものとする。 

５ 第２項の違反調査報告書には、違反調査により作成又は収集した一切の資料を添付す

るものとする。 



 

第２節 警告 

（警告） 

第１３条 規程第１８条第１項に規定する警告書については、法、石災法及び条例は別記

様式第１９号の警告書により、火取法、高圧法、液石法及び特監法は別記様式第２０号

の警告書により交付するものとする。 

２ 規程第１８条第２項に規定する計画書は、別記様式第２１号の履行計画書とし、受領

したときは、次の各号により処理するものとする。 

（１） 履行期限までに消防法令違反を是正し、又は火災危険等を排除することが可能

な計画であるかを確認すること。 

（２） 関係者が警告事項の履行が困難である旨を申し出ている場合で第１１条各号に

該当するものは、留保することができる。 

３ 警告を行う際は、次の各号に留意するものとする。 

（１） 警告を受ける者は、同一事案について後日に命令又は告発を行うときの受命者

又は被告発人と同一でなければならない。 

（２） 消防法令違反又は火災危険等の内容ごとに名宛人が異なるときは、当該名宛人

ごとの警告書を作成すること。 

（３） 共有物に対して警告を行う場合は、すべての共有者を名宛人として特定するこ

と。 

（４） 警告書には、消防法令違反の事実又は火災危険等があることを客観的に明示す

るとともに、適用法条、履行期限及び当該警告に従わなかったときの措置を記載する

こと。 

（５） 警告に係る履行期限は、消防法令違反又は火災危険等の内容ごとに是正のため

に合理的に必要と認める期間を勘案して定めること。 

４ 規程第１８条第４項に規定する警告内容の報告は、別記様式第２２号の警告内容報告

書により行うものとする。 



 

５ 消防署長は、警告事項の是正が確認されたときは、消防長に別記様式第２３号の警告

事項是正報告書により報告するものとする。 

第３節 命令 

（命令） 

第１４条 規程第２１条第１項に規定する命令書は、別記様式第２４号の命令書により行

うものとする。 

２ 規程第２２条第１項の規定による命令については、法第３条第１項の規定に基づく命

令は別記様式第２５号の命令書により、法第５条の３第１項の規定に基づく命令は別記

様式第２６号の命令書により行うものとする。 

３ 規程第２１条第２項に規定する計画書は前条第２項の規定を準用する。 

４ 規程第２１条第３項に規定する命令内容の報告は、別記様式第２７号の命令内容報告

書により行うものとする。ただし、同規程第２４条の規定により公示を行う命令を行っ

たときは、直ちに命令書の写しを規制指導課へ送付するものとする。 

５ 命令を行う際は、前条第３項各号の規定を準用するほか、次の各号に留意するものと

する。 

（１） 権原を有しない者に対して行った命令は、違法かつ無効となる場合があること

に十分留意して受命者を特定すること。 

（２） 裁判所により仮処分を受けている防火対象物等の関係者への命令は、あらかじ

め当該裁判所に連絡をとってから行うこと。 

（公示） 

第１５条 規程第２４条の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行うものとす

る。ただし、公示を行う前に命令事項が履行されたときは、当該公示は行わないものと

する。 

（１） 標識の設置（液石法第８８条第２項第１号の２の規定を除く。） 

（２） 新潟市公報への掲載 



 

（３） 消防局及び消防署への掲示又は新潟市のホームページへの掲載 

２ 前項第１号の標識の設置については、別記様式第２８号の消防法による命令の公告に

より、前項第２号及び第３号の公示については、法による命令は別記様式第２９号の消

防法による命令の公告により、液石法による認定の取消しは別記様式第３０号の液化石

油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による公告により行うものとする。 

３ 命令を行った場合は、速やかに第１項の公示を行い、当該命令の履行又は解除がなさ

れるまでの間その状態を維持するものとする。 

４ 第１項の公示に係る区分及び主体は、次の表のとおりとする。 

区分 主体 

標識の設置 消防長、消防署長 

新潟市公報への掲載 消防長 

消防局及び消防署への掲示又は新潟市のホームページへの掲載 消防長 

５ 公示を行う際は、次の各号に留意するものとする。 

（１） 標識は、防火対象物又は危険物製造所、貯蔵所若しくは取扱所の出入口等、利

用者の見やすい場所に設置すること。ただし、防火対象物の管理について権原が分か

れているときは、利用形態等を勘案し、命令を受けた関係者が管理する部分の出入口

に設置すること。 

（２） 標識は、法第１０条第１項の規定による承認又は法第１１条第１項の規定によ

る許可を受けないで指定数量（危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６

号。以下「危政令」という。）別表第３に規定する指定数量をいう。）以上の危険物

を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、付近の見やすい場所に設置すること。 

（３） 標識は、危政令第２条第６号に規定する移動タンク貯蔵所（以下「移動タンク

貯蔵所」という。）の場合にあっては、常置場所の見やすい場所又は車体の前部若し

くは貯蔵タンク部に設置すること。 

（４） 標識の設置は、複数の職員で行うこと。この場合において、設置した標識を損



 

壊し、又は標識の設置を妨げるなどの事案が発生したときは、速やかに消防長等に報

告すること。 

 （催告） 

第１６条 規程第２５条に規定する催告書は、別記様式第３１号の催告書により交付する

ものとする。 

 （命令の解除） 

第１７条 規程第２６条第１項に規定する命令の解除は、別記様式第３２号の命令解除通

知書により行うものとする。 

２ 規程第２６条第２項に規定する報告は、別記様式第３３号の命令解除報告書により行

うものとする。 

第４節 特例認定の取消し 

（特例認定の取消し） 

第１８条 規程第２７条第１項に規定する特例認定の取消しは、別記様式第３４号の特例

認定取消書により行うものとする。 

２ 規程第２７条第２項に規定する特例認定の取消しの報告は、別記様式第３５号の特例

認定取消報告書により行うものとする。 

第５節 許可等の取消し 

（許可の取消し） 

第１９条 規程第２８条に規定する許可の取消しについては、法による許可の取消しは別

記様式第３６号の許可取消書により、火取法、高圧法及び液石法による許可の取消しは

別記様式第３７号の許可取消書により行うものとする。 

 （登録の取消し） 

第２０条 規程第２９条に規定する登録の取消しは、別記様式第３８号の登録取消書によ

り行うものとする。 

（認定の取消し） 



 

第２１条 規程第３０条に規定する認定の取消しは、別記様式第３９号の認定取消書によ

り行うものとする。 

第６節 告発 

（告発） 

第２２条 規程第３１条第１項に規定する告発は、当該消防法令違反の事件を管轄する検

察官又は警察署長（以下「検察官等」という。）と事前に別記様式第４０号の情報提供

シートにより協議した上で、別記様式第４１号の告発書に違反事実及び消防法令違反の

情状の認定に必要な証拠資料を添付して行うものとする。 

２ 規程第３１条第３項に規定する告発内容の報告は、別記様式第４２号の告発報告書に

より行うものとする。 

３ 消防署長は、検察官等から当該告発に係る処分の通知があったときは、速やかに別記

様式第４３号の告発に係る処分通知報告書に当該通知の写しを添えて消防長に報告する

ものとする。 

第７節 過料事件の通知 

（過料事件の通知） 

第２３条 規程第３２条第１項に規定する過料事件の通知は、別記様式第４４号の通知書

に証拠書類を添付して、郵送により行うものとする。 

２ 前項の証拠書類は次の各号に掲げるもののうち必要なものとする。 

（１） 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者であったことを

証する資料 

（２） 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者に変更があった

ことを証する資料 

（３） 特殊消防用設備等の設置維持計画に変更があったことを証する資料 

（４） 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料 

（５） 違反時点において特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物であったこ



 

とを証する資料 

（６） 第二種製造者、販売業者及び特定高圧ガス消費者の承継を証する資料 

（７） 液化石油ガス販売事業者等の登録、地位、工事記録等を証する資料 

３ 規程第３２条第２項の規定による過料事件の通知の報告は、別記様式第４５号の過料

事件報告書により行うものとする。 

第８節 代執行 

（代執行） 

第２４条 規程第３３条第１項に規定する代執行の手続きは、次の各号により行うものと

する。 

（１） 関係者に対し、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項に規定

する戒告を別記様式第４６号の戒告書により行うこと。 

（２） 関係者が、前号の戒告を受けて期限までに義務を履行しないときは、行政代執

行法第３条第２項による通知を別記様式第４７号の代執行令書により行うこと。 

（３） 代執行の執行責任者は、代執行を行う前日までに消防長等から別記様式第４８

号の代執行執行責任者証の交付を受けなければならない。 

（４） 費用の支出を要したときは、関係者に対して、別記様式第４９号の代執行費用

納付命令書を交付し、当該費用を徴収すること。 

２ 規程第３３条第３項の規定による代執行の報告は、別記様式第５０号の代執行報告書

により行うものとする。 

第９節 略式の代執行 

（略式の代執行） 

第２５条 規程第３４条第２項に規定する略式の代執行の報告は、別記様式第５１号の略

式の代執行報告書により行うものとする。この場合において、火災の予防に危険である

と認める物件又は消防の活動に支障になると認める物件を保管したときは、別記様式第

５２号の保管物件処理票を添付するものとする。 



 

２ 規程第３４条第３項に規定する公告は、別記様式第５３号の消防法による措置の予告

により行うものとし、消防局及び略式の代執行を行おうとする消防対象物が存する区域

を管轄する消防署に掲示するものとする。 

３ 略式の代執行による物件の除去及び保管並びに保管した物件の返還及び受領について

は、次の各号のとおりとする。 

（１） 物件の保管にあたっては、物件の滅失、毀損及び盗難の防止を図ること。 

（２） 法第３条第１項第３号又は第４号に掲げる措置をいかに行ったかを証明できる

よう、措置前から措置完了までの状況を明確に写真撮影すること。 

（３） 物件を保管したときは、消防長は別記様式第５４号の保管物件公告を作成し、

消防局及び物件を保管している消防署に掲示するとともに、保管物件処理票を随時関

係者が閲覧できるようにしておくこと。 

（４） 前号により公示をした場合で、公示の日から起算して１４日を経過してもなお

保管した物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者（以下「所有者等」とい

う。）の氏名及び住所を知ることができないときは、前号の規定による公告を新潟市

公報に掲載すること。 

（５） 保管物件の所有者等であることを主張する者から、保管物件の返還を求められ

たときは、別記様式第５５号の保管物件返還請求書を提出させるとともに、保管物件

の所有者等であることを証する書類等の提示を求め、権利の存否を確認し、当該物件

を返還すること。この場合、保管物件返還請求書に受領した旨を、署名させること。 

（６） 保管物件の所有者等であることを主張する者から、所有権を放棄する旨の申出

があったときは、別記様式第５６号の所有権放棄書を提出させるとともに、保管物件

の所有者等であることを証する書類等の提示を求め、所有権の存否を確認すること。 

（７） 前２号の保管物件を返還又は受領する場合で、当該物件の除去及び保管に要し

た費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対して、別記様式第５７号

の保管費用納付命令書を交付し、当該費用を徴収すること。 



 

（８） 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６４条第６項に規定する法定

期間を経過した保管物件については、消防長と協議し処理すること。 

第４章 雑則 

（送達） 

第２６条 規程第３５条第１項の別に定める文書は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 資料提出命令書 

（２） 報告命令書 

（３） 特例認定取消書 

（４） 許可取消書 

（５） 登録取消書 

（６） 認定取消書 

（７） 戒告書 

（８） 代執行令書 

（９） 代執行費用納付命令書 

（１０） 保管費用納付命令書 

２ 規程第３５条第１項に規定する警告書等（以下「警告書等」という。）の交付に当た

っては、原則、名宛人に警告書等の内容を読み聞かせ、履行に必要な事項について説明

するものとする。 

３ 警告書等を名宛人（名宛人に直接交付することが困難なときは、当該名宛人と相当の

関係のある者）に直接交付したときは、受領者から別記様式第５８号の受領書に署名押

印を求めるものとする。この場合において、受領者が署名を拒否したときは、警告書等

の控えにその旨を記載するものとする。 

４ 規程第３５条第２項の規定により警告書等を郵送したときは、到達した事実の証明と

なるものを警告書等の控えに添付するものとする。 

５ 名宛人が正当な理由なく警告書等の交付を受けることを拒んだときに限り、名宛人の



 

住居、事業所等に警告書等を差し置くことができる。この場合において、後日名宛人に

受領書の提出を求めるものとする。 

（他市町村長等への通知及び速報） 

第２７条 規程第３６条第１項に規定する通知は、別記様式第５９号の命令発令通知書に

より行うものとし、命令書の写し及び関係資料を添付するものとする。 

２ 規程第３６条第２項に規定する報告の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 命令日時 

（２） 命令の名宛人 

（３） 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置又は変更の許可番号 

（４） 違反事項及び違反条項 

（５） 命令事項及び適用法条 

（６） 命令の履行状況 

（７） その他必要と認める事項 

（関係機関への照会） 

第２８条 規程第３７条第２項に規定する照会を行うときは、関係機関と事前に調整の上

で、別記様式第６０号の火災予防関係事項照会書により行うものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別記様式第３号（第５条関係） 



別記様式第４号（第５条、第６条関係） 
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別記様式第１４号（第９条関係） 



別記様式第１５号（第１０条関係） 
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別記様式第２６号（第１４条、第２６条関係）                  （１・２面） 



                         （３面） 



別記様式第２７号（第１４条関係） 



備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格 A3とする。 

  ２ 「消防法による命令の公告」、注意書及び縁は、赤色とする。 
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別記様式第５８号（第２６条関係） 
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